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平
成　

年
度

20

市
県
民
税
の
税
制
改
正

　

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
平
成

　

年
度
の
市
県
民
税
か
ら
、
次
の
点

２０が
改
正
と
な
り
ま
す
。

１
・ 
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

　

従
来
の
損
害
保
険
料
控
除
が
改
め

ら
れ
、
地
震
保
険
料
の
支
払
い
金
額

の
２
分
の
１（
最
高
２
万
５
０
０
０

円
）に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
す
る

制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

経
過
措
置
と
し
て
、
平
成　

年
末

１８

ま
で
に
締
結
し
た
長
期
損
害
保
険
契

約
に
係
る
保
険
料（
保
険
期
間
が　
１０

年
以
上
で
満
期
返
戻
金
が
あ
る
も

の
）に
つ
い
て
は
、従
前
の
損
害
保
険

料
控
除（
最
高
１
万
円
）を
適
用
し
ま

す
。
な
お
、
短
期
損
害
保
険
料（
表

１
参
照
）は
控
除
対
象
外
と
な
り
ま

し
た
。

２ ・ 
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
）に
係
る
調
整
措
置

　

税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
所
得
税
が

減
る
こ
と
で
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
を
受
け
ら
れ
る
額
が
減
っ
て
し
ま

う
場
合
は
、
一
定
の
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
分
を
平
成　

年
度
以
降
の
市
県

２０

民
税（
所
得
割
）で
減
額
す
る
措
置
が

創
設
さ
れ
ま
す
。

◆
対
象
者

　

平
成　

年
か
ら
平
成　

年
ま
で
に

１１

１８

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
を
受
け
て
い
る
人

※
平
成　

年
以
降
に
入
居
し
た
人
に

１９

つ
い
て
は
、「
市
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
」の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん（
所

得
税
に
つ
い
て
、
新
た
な
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
制
度
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
）。

◆
実
施
時
期

平
成　

年
度
〜
平
成　

年
度

２０

２８

※
市
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、毎
年「
市

民
税
・
県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
」の
申
告（
制
度
の
適
用
を

受
け
る
年
の
３
月　

日
ま
で
）が
必

１５

要
で
す
。

Ｃ：地震保険Ｂ：長期損害保険Ａ：短期損害保険種
類

※単独での適用無し

支払保険料に応じて
控除 
＜控除限度額＞ 
　市県民税：１０,０００円 
　（所得税：１５,０００円）

支払保険料に応じ
て控除 
＜控除限度額＞ 
　市県民税：２,０００円 
　（所得税：３,０００円）

改　

正　

前 ＡとＢの控除額を合わせた額 

＜控除限度額＞ 
　市県民税：１０,０００円（所得税：１５,０００円）

支払保険料の１／２ 
（所得税は全額） 
＜控除限度額＞ 
市県民税：２５,０００円 
（所得税：５０,０００円）

経過措置として、
平成１８年末までに
契約したものにつ
いては、従前どお
り適用廃　　止

改　

正　

後 ＢとＣの控除額を合わせた額 
� �����������������������

＜控除限度額＞ 
市県民税：２５,０００円（所得税：５０,０００円）

１ 
・ 
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

２ 
・ 
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅

ロ
ー
ン
控
除（
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
）に
係
る

調
整
措
置

３ 
・ 
老
年
者
の
非
課
税
措
置
の

廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
の

終
了

※市県民税は平成20年度課税分、所得税は平成19年分からの適用です。

表１



平成19年（2007）12月〈１１〉

住宅ローン控除モデルケース
◆夫婦＋子ども２人　給与収入７００万円（住宅ローン控除可能額２７万円）の場合◆

（子ども１人は特定扶養〈１６歳～２２歳〉で、社会保険料控除を給与収入の１０％として算定）

◆
手
続
き

〔
申
告
書
の
提
出
時
期
〕

　

平
成　

年
３
月　

日
�
ま
で

２０

１７

《
申
告
用
紙
は
、
２
種
類
あ
り
ま
す
》

①「
給
与
収
入
の
み
を
有
し
て
お
り
確

定
申
告
書
を
提
出
し
な
い
納
税
者
用
」

②「
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
納
税
者
用
」

　

な
お
、平
成　

年
分
で
、住
宅
ロ
ー

１８

ン
控
除
を
受
け
た
人
に
つ
い
て
は
、

１
月
初
旬
に
申
告
用
紙
を
お
送
り
し

ま
す
。

※
た
だ
し
、
申
告
書
を
お
送
り
す
る

す
べ
て
の
人
が
市
県
民
税
か
ら
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
税
務
課
、
各
地
域
局
住
民

福
祉
課
、
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
、

高
梁
税
務
署
に
も
１
月
初
旬
に
申
告

用
紙
を
備
え
ま
す
。

〔
提
出
方
法
〕

▼
年
末
調
整
済
み
で
所
得
税
の
確
定

申
告
を
し
な
い
人
…
①
の
用
紙
で
源

泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
市
税
務
課
へ
提
出

※
給
与
所
得
者
は
、
源
泉
徴
収
票
の

摘
要
欄
に
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
可
能
額
」が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
、

市
県
民
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

▼
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
…

②
の
用
紙
で
所
得
税
の
確
定
申
告
書

と
と
も
に
税
務
署
、
ま
た
は
市
税
務

課
へ
提
出

３ ・ 
老
年
者
の
非
課
税
措
置
の

廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
の
終
了

　

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５

万
円
以
下
の　

歳
以
上
の
人（
平
成

６５

　

年
１
月
１
日
現
在
）に
対
す
る
非

１７課
税
措
置
が
平
成　

年
度
で
廃
止
さ

１７

れ
、
急
激
な
税
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
の
経
過
措
置
が
平
成　

・　

年
度

１８

１９

の
２
年
間
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

平
成　

年
度
か
ら
は
全
額
課
税
と
な

２０

り
ま
す
。（
表
２
参
照
）

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
係

（
�
�
０
２
１
４
）

表２

所得割
均　　等　　割

区　分
計県民税市民税

所得割額の
１／３課税

１,４００円４００円１,０００円平成１８年度

所得割額の
２／３課税

２,９００円９００円２,０００円平成１９年度

全額課税４,５００円１,５００円３,０００円平成２０年度

※「市県民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した

所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額です。

負担額
住宅ローン
控 除 額

税   額税源移譲前

０円  ２６３,０００円  ２６３,０００円  所 得 税

１９６,０００円  ０円  １９６,０００円  市県民税

１９６,０００円  ２６３,０００円  ４５９,０００円  合     計

負担額
住宅ローン
控 除 額

税   額税源移譲後

０円  １６５,５００円  １６５,５００円  所 得 税

２９３,５００円  ０円  ２９３,５００円  市県民税

２９３,５００円  １６５,５００円  ４５９,０００円  合     計

負担額
住宅ローン
控 除 額

税   額税源移譲後

０円  １６５,５００円  １６５,５００円  所 得 税

１９６,０００円  ９７,５００円  ２９３,５００円  市県民税

１９６,０００円  ２６３,０００円  ４５９,０００円  合     計

控除額が減少し、負担が増加します。 住宅ローン控除額が減少しないよう、
市県民税（所得割）から控除します。

申告しないと… 申告すれば…


